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高
知
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
は
、
県
内
の

自
治
体
と
応
急
生
活
物
資
の
供
給
に
関

す
る
協
定
を
結
び
、
災
害
に
備
え
る
取

り
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
黒
潮
町
も
平
成

２６
年

１１
月

１０
日
に
協

定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
に
よ
り
、
災
害
時
に
は
、

燃
料
や
炊
き
出
し
用
の
燃
焼
器
具
な
ど
、

必
要
な
物
資
の
供
給
に
協
力
が
得
ら
れ

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

◆
消
防
団
の
活
動
っ
て
？

　
消
防
団
は
、
消
防
本
部
や
消
防
署
と
同

じ
く
、
消
防
組
織
法
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ

れ
の
市
町
村
に
設
置
さ
れ
る
消
防
機
関
で

す
。
消
防
団
の
活
動
は
消
火
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
地
域
に
お
け
る
防
災
の
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
、
平
常
時
・
非
常
時
を
問
わ

ず
そ
の
地
域
に
密
着
し
、
住
民
の
安
心
と

安
全
を
守
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
っ

て
い
ま
す
。

　
近
年
は
女
性
の
消
防
団
へ
の
参
加
も
増

加
し
て
お
り
、
特
に
１
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
宅
へ
の
防
火
訪
問
や
応
急
手
当
の
普
及

指
導
な
ど
に
お
い
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

◆
消
防
団
の
位
置
づ
け

　
火
災
や
大
規
模
災
害
発
生
時
に
現
場
へ

駆
け
つ
け
、
そ
の
地
域
で
の
経
験
を
生
か

し
た
消
火
活
動
・
救
助
活
動
を
行
う
、
非

常
勤
特
別
職
の
地
方
公
務
員
で
す
。

◆
消
防
団
に
入
る
に
は

　
黒
潮
町
に
は

１４
の
消
防
分
団
が
あ
り
ま

す
。
町
内
に
在
住
の
方
、
ま
た
は
職
場
が

町
内
に
あ
る
方
が
入
団
可
能
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
お
住
ま
い
や
職
場
を
管
轄

す
る
分
団
、
ま
た
は
黒
潮
町
役
場 
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）ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

高
知
県
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
協
会
と

協
定
を
締
結
し
ま
し
た
！

高知県ＬＰガス協会中村ブロック災害対策委員の
岡上司さんと大西町長。

消 防 団 員 募 集

消火栓や防火水そうの近くは駐車禁止です！

　消火活動に欠かすことのできない「消火栓」や「防火水そう」など消防用水利の周辺は、道路交
通法で駐車が禁止されています。
　「消火栓」や「防火水そう」は、道路や歩道などに設置されており、その位置を示すために標識
を設置しているもの、路上やフタにマーキング（黄色い塗装）をしているものなどがあります。また、
「消防水利」として指定されているプール、池、井戸、河川なども、消火活動に使用しています。
　違法な駐車車両は一刻を争う消火活動を妨げ、大きな災害につながることになります。
　まさかのときのため、皆さんのご理解とご協力で、安心で安全なまちづくりを進めていきましょう。

【道路交通法で駐車を禁止している場所（消防関係）】

１　消防水利の周辺

（１）消火栓から5メートル以内の部分
（２）消防用防火水そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
（３）消防用防火水そうの側端またはこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
（４）指定消防水利（プール、池、井戸、河川など）の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分

2　そ の 他

（１）消防用機械器具の置場（消防自動車などの車庫や消火用ホース格納箱など）の側端またはこれらの道路
     に接する出入口から5メートル以内の部分

（２）火災報知器から1メートル以内の部分
（３）駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合


